袋井市保育ママ事業保育料金額表
	階　層　区　分
	月　額　保　育　料　（単位：円）

	階層
	定　　　　　義
	保育所・幼稚園等に

所属する児童
	保育ママ保育料
	（参考）

保育所保育料

	第１
	生活保護法による被保護世帯等
	
	
	0

	第２
	前年度分の市民税
非課税世帯

※第１、４～７階層を除く
	Ａ　母子世帯等
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	0

0

0
	0

0

0

	
	
	Ｂ　一　　般
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	4,900
2,450
0
	7,000
3,500
0

	第３
	前年度分の市民税
課税世帯

※第１、４～７階層を除く
	Ａ　母子世帯等
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	10,200
5,100
0
	14,600

7,300

0

	
	
	Ｂ　一　　般
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	10,900
5,450
0
	15,600

7,800

0

	第４
	前年分の所得税
課税世帯
※第１階層を除く
	40,000円未満
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	16,800
8,400

0
	24,000

12,000

0

	第５
	
	40,000円以上

103,000円未満
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	24,900
12,450
0
	35,600

17,800

0

	第６
	
	103,000円以上

413,000円未満
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	34,100
17,050
0
	48,800

24,400

0

	第７
	
	413,000円以上
	１ 人 目
２ 人 目

３ 人 目
	35,800
17,900
0
	51,200

25,600

0


１　第２～７階層までの各階層・年齢区分ごとに、上段の金額が各世帯における保育所、幼稚園等（※）に

入所している児童のうち１人目（年長者）の金額、中段が２人目、下段が３人目以降の金額。

（※）保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体
不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デーサービスを利用している場合

２　所得税の税額は、特別減税後の税額で、住宅取得控除、配当控除・外国税額控除等前の税額により算定します。

３　第２階層及び第３階層の「母子世帯等」に該当する世帯は、次に掲げる世帯です。

①母子世帯等　②在宅障害児（者）がいる世帯

③生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

４　生活保護法による被保護世帯等とは、単給世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯を含みます。
